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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

告

示
（
選
）

○
不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指
定
取
消
し
…
…
…
…
…
�

○
個
人
、
政
党
及
び
政
党
等
演
説
会
場
の
指
定
取
消
し
…
…
…
…
�

告

示
（
公
）

○
警
察
署
協
議
会
委
員
の
委
嘱
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…
�

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

○
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
廃
止
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
水
道
局
）…
�

雑

報

○
令
和
二
年
度
決
算
の
要
旨
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
市
町
村
職
員
共
済
組
合
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
三
年
八

月
十
日

東
久
留
米
市
浅

間
町
一
丁
目
五

百
七
番
二
十
五

及
び
同
番
三
十

の
一
部

延
長一

三
・
三
九

幅
員

六
・
〇
〇

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
渋
谷

区
か
ん
な
み
の
杜
・
渋
谷

渋
谷
区
神
南
一
丁
目
八
番
六
号

ア
ミ
カ
の
郷
成
増

板
橋
区
三
園
一
丁
目
三
十
二
番
二
号

や
か
た
三
本
木

府
中
市
府
中
町
三
丁
目
二
十
三
番
三

号

せ
ら
び
小
金
井

小
金
井
市
貫
井
北
町
三
丁
目
三
十
七

番
六
号

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
九
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
最
高

裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二

十
二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施

設
と
し
て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

ね
む
の
木

新
宿
区
西
新
宿
四
丁
目
四
番
六
号

井
上
病
院

渋
谷
区
富
ケ
谷
一
丁
目
五
十
三
番
八

号

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
号

次
の
施
設
に
つ
い
て
、
個
人
演
説
会
等
を
開
催
で
き
る
施
設
と
し

て
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
、
報
告
が
あ
っ
た
。
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令
和
三
年
八
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
２４４号

警
察
法
（
昭
和
２９年

法
律
第
１６２号

）
第
５３条

の
２
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
３
年
８
月
６
日
、
警
察
署
協
議
会
委
員
を
次
の
と

お
り
委
嘱
し
た
。

令
和
３
年
８
月
２７日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

記

警
察
署
協
議
会
名

氏
名

警
視
庁
城
東
警
察
署
協
議
会

鈴
木

健
之

警
視
庁
向
島
警
察
署
協
議
会

森
谷

ま
ゆ
み

警
視
庁
昭
島
警
察
署
協
議
会

吉
田

里
日

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

日
野
市
百
草
四
百
五
十
一
番
三
、

四
百
五
十
二
番
一
、
四
百
七
十
七

番
一
、
同
番
四
か
ら
同
番
六
ま
で
、

四
百
七
十
八
番
一
、
四
百
七
十
九

神
奈
川
県
相
模
原
市
中
央
区
富

士
見
二
丁
目
八
番
八
号

住
宅
情
報
館
株
式
会
社

代
表
取
締
役

黒
羽

秀
朗



（第17406号）東 京 都 公 報令和3年8月27日（金曜日）３
番
一
及
び
同
番
三

西
多
摩
郡
日
の
出
町
大
字
平
井
字

道
場
千
七
百
二
十
二
番
一

西
多
摩
郡
日
の
出
町
大
字
平
井

千
七
百
六
十
七
番
地井

上

嚴
尹

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
三
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ヤ
マ
ハ
銀
座
店

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
銀
座
七
丁
目
九
番
十
四
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ヤ
マ
ハ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
リ
テ

イ
リ
ン
グ

四

設
置
者
住
所

港
区
高
輪
二
丁
目
十
七
番
十
一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

葉
山

和
雄

六

変
更
後
の
設
置
者
の

押
木

正
人

代
表
者
名

七

変
更
日

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

八

届
出
日

令
和
三
年
八
月
十
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
十

二
月
二
十
七
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

晴
海
ア
イ
ラ
ン
ド
ト
リ
ト
ン
ス
ク
エ
ア

商
業
施
設

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
晴
海
一
丁
目
八
番
十
六
号
ほ
か

三

設
置
者
名

住
友
商
事
株
式
会
社
ほ
か
五
名

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
三
番
二
号
ほ

か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

日
本
物
産
株
式
会
社
ほ
か
一
名

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

田
中

明
夫
（
日
本
物
産
株
式
会
社
）

ほ
か

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

守
口

光
徳
（
日
本
物
産
株
式
会
社
）

ほ
か

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ
ほ
か
十
七
名

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ
ほ
か
十
七
名

十

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

株
式
会
社
ス
タ
イ
リ
ン
グ
ラ
イ
フ
・
ホ

ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
ほ
か
一
名

称

十
一

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

沼
尻

政
芳
（
株
式
会
社
ス
タ
イ
リ
ン

グ
ラ
イ
フ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
）
ほ

か

十
二

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

北
村

博
之
（
株
式
会
社
ス
タ
イ
リ
ン

グ
ラ
イ
フ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
）
ほ

か

十
三

変
更
日

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日
ほ
か

十
四

届
出
日

令
和
三
年
八
月
十
八
日

十
五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
六

縦
覧
期
間

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
十

二
月
二
十
七
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

十
七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

Ｇ
Ｉ
Ｎ
Ｚ
Ａ

Ｓ
Ｉ
Ｘ

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
銀
座
六
丁
目
十
番
一
号
ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
大
丸
松
坂
屋
百
貨
店
ほ
か
四

名

四

設
置
者
住
所

江
東
区
木
場
二
丁
目
十
八
番
十
一
号
ほ

か

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
デ
ィ
オ
ー
ル
株
式
会
社

ほ
か
百
六
十
八
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
デ
ィ
オ
ー
ル
株
式
会
社

ほ
か
百
六
十
六
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

渡
辺
産
業
株
式
会
社
ほ
か
十
八
名
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称

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

渋
谷
区
神
宮
前
二
丁
目
六
番
七
号
神
宮

前
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ビ
ル
五
階
（
有
限
会

社
ブ
ル
ー
ス
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

渋
谷
区
富
ケ
谷
一
丁
目
三
十
四
番
十
一

号
（
有
限
会
社
ブ
ル
ー
ス
）
ほ
か

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

渡
邊

鮮
彦
（
渡
辺
産
業
株
式
会
社
）

ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

渡
邊

悠
太
（
渡
辺
産
業
株
式
会
社
）

ほ
か

十
二

変
更
日

令
和
三
年
六
月
二
十
六
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
三
年
八
月
十
八
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
十

二
月
二
十
七
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
廃
止
に

つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
十
五
条
の

七
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
か
ら
次

の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
八
月
二
十
七
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

廃
止
年

月
日

六
二
四
九

ヤ
マ
モ
ト

工
務
店

山
本

孝
夫

武
蔵
野
市
関

前
二
丁
目
二

十
番
十
二
号

平
成
二
十

八
年
十
月

二
十
日

八
〇
七
八

株
式
会
社

榮
輝

小
島

裕
之

八
王
子
市
七

国
四
丁
目
二

十
一
番
十
三

号

令
和
二
年

五
月
十
八

日

五
五
三
三

セ
ッ
ト
企

画
江
川
製

作
所
・
川

崎

江
川

伸
二

町
田
市
能
ヶ

谷
三
丁
目
十

番
十
七
号
テ

ラ
ス
ガ
ー
デ

ン
鶴
川
一
〇

五

令
和
三
年

六
月
一
日

六
三
三
九

防
長
設
備

機
工
株
式

会
社

石
田

一
子

世
田
谷
区
宮

坂
二
丁
目
二

十
六
番
二
十

八
号

同
月
三
十

日

八
九
一
八

株
式
会
社

飯
塚
水
道

工
務
店

飯
塚

英
人

千
葉
県
松
戸

市
三
矢
小
台

四
丁
目
十
三

番
地
の
四

同
日

六
四
二
四

株
式
会
社

清
美

三
沢

寛
彰

大
田
区
東
糀

谷
六
丁
目
二

番
十
七
号

同
年
七
月

七
日

一
〇
〇
一

三

Ｙ
Ｓ
設
備

山
口

智
史

東
大
和
市
高

木
二
丁
目
九

番
地
の
一

同
月
十
二

日

五
八
四
四

株
式
会
社

冨
士
工
務

店

小
林

冨
夫

小
平
市
鈴
木

町
一
丁
目
百

八
十
四
番
地

の
十
六

同
月
二
十

日

五
九
一
七

株
式
会
社

丸
専
土
建

小
峰

勉

青
梅
市
塩
船

四
十
六
番
地

同
月
二
十

一
日

九
八
三
三

小
川
設
備

小
川

直
也

西
東
京
市
住

同
日

企
画

吉
町
五
丁
目

五
番
三
号

六
四
二
九

大
渕
住
設

大
渕

正
夫

町
田
市
本
町

田
二
千
二
百

三
十
二
番
地

十
七

同
月
二
十

六
日

九
三
九
二

水
道
お
直

し
隊

河
田

誠
二

世
田
谷
区
等

々
力
八
丁
目

二
十
六
番
十

八
号
ブ
リ
ッ

ク
ハ
ウ
ス
等

々
力
二
〇
一

同
日

五
八
六
七

坂
口
設
備

坂
口

英
実

町
田
市
成
瀬

八
丁
目
十
六

番
二
十
四
号

同
月
二
十

七
日

雑

報

令
和
２
年
度
決
算
の
要
旨
に
つ
い
て

東
京
都
市
町
村
職
員
共
済
組
合
定
款
（
昭
和
３７年

公
告
第
１
号
）

第
４４条

の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
２
年
度
決
算
要
旨
を
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

令
和
３
年
８
月
２７日

東
京
都
市
町
村
職
員
共
済
組
合

理
事
長

加
藤

育
男

１
組
合
に
属
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
は
、
２６市

、
５
町
、
８
村
、

一
部
事
務
組
合
等
３１団

体
の
計
７０団

体
で
あ
る
。

２
組
合
員
数
、
標
準
報
酬
の
月
額
、
標
準
期
末
手
当
等
の
額
及
び

被
扶
養
者
数

⑴
組
合
員
数

（
長
期
）

２８,７１６人

（
短
期
・
保
健
）

２８,７１０人

⑵
標
準
報
酬
の

（
長
期
）

１１,８５９,５０２,０００円
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月
額

（
組
合
員
１
人
当
た
り

４１２,９９２円
）

（
短
期
・
保
健
）

１２,１３５,５１２,０００円

（
組
合
員
１
人
当
た
り

４２２,６９２円
）

⑶
標
準
期
末
手

（
長
期
）

４７,１４３,４３７,０００円

当
等
の
額

（
短
期
・
保
健
）

４７,４４３,２８１,０００円

⑷
被
扶
養
者
数

２１,１０２人

（
組
合
員
１
人
当
た
り

０.７３人
）

３
組
合
に
従
事
す
る
職
員
の
数

４９人

４
各
経
理
単
位
別
の
損
益
計
算
書
及
び
貸
借
対
照
表
の
概
況
は
、

別
表
⑴
及
び
別
表
⑵
の
と
お
り
で
あ
る
。
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